
 

 

保育所等利用待機児童数カウント方法の見直しについて 
 
１．理由 

保育所等利用待機児童数については、厚生労働省から示された調査要領に基づき報告してお
り、結果が公表されています。この保育所等利用待機児童数調査については、各自治体での運
用上の取扱いに差が生じており、改めて奈良県内の他の自治体について問い合わせをしたとこ
ろ、現行の生駒市のカウント方法との差が見られました。 
生駒市では、小規模保育所や認定こども園の開園が続いていることや、昨年５月からこども

課に保育コンシェルジュを設置し、より保護者の個別ニーズを把握した上での情報提供を行っ
てきていることから、保育所等利用待機児童数調査要領に記載されている＜待機児童数から除
く児童の取扱い＞にある「他に利用可能な保育所等」について見直すこととしました。 

   
２．待機児童数のカウント方法（「他に利用可能な保育所等」について） 

〇現行 
待機児童総数：入所が決まらなかった児童数（転園を除く） 

実質実質実質実質待機児童数：保育所入所希望園を２園以上記入し、入所が決まらなかった児童数 
 
〇変更案 

待機児童総数：変更なし 
実質実質実質実質待機児童数：保育所入所希望園を６園以上記入し、入所が決まらなかった児童数 

 
６園以上にする理由 
生駒市は南北に長く、通園できる範囲を考慮し、市内を５つの地区（資料３－２参照）に分け、

その１地区の範囲がおおむね６園であることから基準を６園としました。 
なお、実質待機児童数をカウントする際には、この各地区に縛られることなく、市内全域の

園で６園以上記入している場合とします。 
 
 

  これまでも、お住まいの地域から通園できる範囲を考慮し、市内を５つの地区に分け、1地区
の６園をめどとして、保育コンシェルジュが入所先の案内をしてきました。そのことから、６園
未満は実質待機としてカウントしないこととし、実質待機として数字に表れない方（単純待機 *
待機児童総数－実質待機児童数）には、これまで通り、保育コンシェルジュがしっかりと丁寧にマッ
チングの対応を行っていきます。 
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園　名 数 合計
こ
ど
も
園

たかやまこども園
生駒ピュアこども園
もり保育園

3

保
育
園

鹿ノ台佐保保育園
学研まゆみ保育園 2

小
規
模

企
業
型

きたやまと保育園 1

こ
ど
も
園

はな保育園
うみ保育園
もり保育園

3

保
育
園

あすかの保育園
学研まゆみ保育園 2

小
規
模

企
業
型

にじ保育園 1

こ
ど
も
園

ソフィア東生駒こども園（本園・分園） 2

保
育
園

あすかの保育園
ひがし保育園
あいづ生駒保育園

3

小
規
模

企
業
型

阪奈中央こぐま園 1

こ
ど
も
園

いこまこども園
認定こども園生駒幼稚園 2

保
育
園

中保育園
いこま乳児保育園 2

小
規
模

企
業
型

ソフィア谷田保育園
いちぶちどりキッズたにだ
キッズ・ガーデン
小規模認可保育所わらべ学園

4

こ
ど
も
園

いちぶちどり
南こども園
ソフィア東生駒こども園（本園・分園）

4

保
育
園

小平尾保育園
あいづ壱分保育園 2

小
規
模

企
業
型

いちぶちどりキッズ 1
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中中中中
地地地地
区区区区

8

南南南南
地地地地
区区区区

7

生駒市内認可保育施設　各地区の施設数

北北北北
地地地地
区区区区

6

白白白白
庭庭庭庭
台台台台
地地地地
区区区区

6

東東東東
地地地地
区区区区

6







奈良県内市町別　待機児童数 カウント方法

市町名 待機児童数（H31.4）（H31.4）（H31.4）（H31.4） 生駒市以外
1 生駒市 77 ①　案内できる全ての園(市町内全ての園)に入所できなかった場合の人数 １１市町
2 奈良市 69 ②　５園以上の希望園を記入し、入所できなかった場合の人数 １市町
3 大和高田市 0 ③　２園以上の希望園を記入し、入所できなかった場合の人数 ２市町
4 大和郡山市 18 ④　入所できなかった人数から市町内全園の空き人数を除した人数 １市町
5 天理市 17 ⑤　現状として市町内いずれかの園には必ず入所できている １市町
6 橿原市 3
7 桜井市 0
8 五條市 0
9 御所市 0
10 香芝市 0
11 葛城市 4
12 宇陀市 0
13 生駒郡平群町 2
14 生駒郡三郷町 0
15 生駒郡安堵町 6
16 磯城郡田原本町 2
17 北葛城郡王寺町 0
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